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※以降扶養親族等が1人
増すごとに38万円を加算
※老人控除対象配偶者・老

人扶養親族のときは1人
に付き10万円、特定扶養
親族または控除対象扶養

親族（19歳未満）のときは
1人に付き25万円を加算

扶養
親族等

所得制限
基準額

0人 360万4000円

1人 398万4000円

2人 436万4000円

3人 474万4000円

シニアパワーアップ
教室　

全身の筋力の低下を予防

12 細工町高齢者在宅サービスセンター
（細工町1－3）
※トレーニングマシンを使用します。

月曜日・午前 12名

13 木曜日・午前 12名

教 室 名
受付
番号

会　場 曜日・時間 定員

脳はつらつ教室
認知症の予防
※認知症と診断された
方は対象外です。

１ 早稲田南町地域交流館（早稲田南町50） 火曜日・午後 15名

2 清風園（中落合1－7－26） 水曜日・午前 15名

シニアバランス
トレーニング教室

バランスを保つ力を向
上させ上半身の筋力低
下を予防（座位中心）

3 北新宿地域交流館（北新宿2－3－7） 月曜日・午前 20名

4 高田馬場シニア活動館
（高田馬場3－39－29） 火曜日・午前 20名

5 上落合地域交流館（上落合2－28－8） 木曜日・午前 15名

6 高田馬場地域交流館（高田馬場1－4－17） 金曜日・午前 20名

シニアスポーツ
チャレンジ教室

下半身の筋力を
向上させ転倒を予防
（立位中心）

7
中落合高齢者在宅サービスセンター
（中落合1－7－1）

火曜日・午前 14名

8 東五軒町地域交流館（東五軒町5－24） 火曜日・午前 20名

9
落合三世代交流サロン（西落合1－31－24、
西落合児童館2階）

水曜日・午後 20名

10 西新宿シニア活動館（西新宿4－8－35） 金曜日・午前 20名

11 戸山シニア活動館（戸山2－27－2） 金曜日・午後 22名


普
通
徴
収
の
第

2期
分

　
納
期
限
は

8月

31日


　
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
延
滞
金
が

加
算
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
忘

れ
ず
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

【
納
付
場
所
】
区
税
務
課
、
特
別
出
張

所
、
銀
行
等
の
金
融
機
関
、
郵
便
局

（
東
京
都
・
関
東
各
県
・
山
梨
県
に
限

る
）
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
納

付
書
裏
面
に
記
載
）

※
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は
、

納
付
書

1枚
で

30万
円
を
超
え
る
と

き
は
支
払
い
が
で
き
ま
せ
ん
。


便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　
普
通
徴
収
の
住
民
税
は
、
口
座
振

替
で
納
め
ら
れ
ま
す
。
口
座
振
替
は

納
期
限
の
日
に
ご
指
定
の
口
座
か
ら

引
き
落
と
し
ま
す
。
口
座
振
替
を
希

望
す
る
方
は
、
収
納
管
理
係
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
依
頼
書
を

ご
自
宅
へ
郵
送
し
ま
す
。

9月

11日

（
必
着
）
ま
で
に
口
座
振
替
依
頼
書
を

提
出
し
た
場
合
、
第

3期
分
か
ら
口

座
振
替
に
な
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
税
務
課
収
納
管
理
係
（
本

庁
舎

6階
）

（

5
2
7
3）

4
1
3

9へ
。


納
税
で
お
困
り
の
方
は
ご
相
談
を

　
相
談
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
所
得
の
著
し
い
減
少
等
で
納
付

が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、

申
請
に
よ
り
納
め
る
時
期
を
遅
ら
せ

た
り
、
納
め
る
税
額
を
分
割
で
納
付

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
災
害
等
の
事
情
で
納
付
が

困
難
な
場
合
に
は
、
減
免
が
受
け
ら

れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
納
税
で
お

困
り
の
方
は
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】税
務
課
納
税
係（
本
庁
舎

6

階
）（

5
2
7
3）

4
5
0
8・

（

5

2
7
3）

4
5
0
9へ

。

　
介
護
保
険
は
、
社
会
全
体
で
介

護
の
負
担
を
支
え
合
う
制
度
で

す
。
忘
れ
ず
に
納
め
て
く
だ
さ

い
。

29年

4月
分
ま
で
の
保
険
料

に
未
納
が
あ
る
方
に
は
、

8月

30

日

に
催
告
書
を
発
送
し
ま
す
。

催
告
書
が
届
い
た
方
は
内
容
を

確
認
し
、
お
早
め
に
お
支
払
い
く

だ
さ
い
。


保
険
料
を
納
め
な
い
と

▼

1年
以

上
滞

納
し

た
場

合
…

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
料
金

が
い
っ
た
ん
、
全
額
自
己
負
担
に

な
り
ま
す
（
後
日
申
請
に
よ
り

9

割
ま
た
は

8割
を
払
い
戻
す
償

還
払
い
）
。

▼

1年

6か
月

以
上

滞
納

し
た

場
合
…
介
護
保
険
の
給
付
（

9割

ま
た
は

8割
）
が
一
時
差
し
止
め

ら
れ
る
ほ
か
、
差
し
止
め
ら
れ
た

給
付
額
を
滞
納
し
て
い
る
保
険

料
に
充
て
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼

2年
以

上
滞

納
し

た
場

合
…

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と

き
の
自
己
負
担
額
（

1割
ま
た
は

2割
）
が

3割
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
高

額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

の
支
給
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る

ほ
か
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の

食
費
・
居
住
費
の
負
担
軽
減
制
度

が
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。


納
付
の
相
談
を

　
受
け
付
け
て
い
ま
す

　
保
険
料
の
納
付
で
お
困
り
の

方
、
滞
納
し
て
い
る
方
は
、
そ
の

ま
ま
に
せ
ず
お
早
め
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
分
納
等
の
お
支
払
い

の
相
談
を
随
時
行
っ
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
介
護
保
険
料
の
支
払

い
・
納
付
相
談
…
介
護
保
険
課
資

格
係

（

5
2
7
3）

4
2
7
3、

▼
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
…
介

護
保
険
課
給
付
係

（

5
2
7

3）

4
1
7
6（

い
ず
れ
も
本
庁

舎

2階
）
へ
。

　
戸
山
ハ
イ
ツ

4号
棟

1

階
（
戸
山

2―

4―

101）
に
、

民
設
民
営
の
介
護
サ
ー
ビ

ス
施
設
「
戸
山
い
つ
き
の

杜
」
が
開
設
し
ま
す
。

通
所
介
護
・
地
域
交
流
ス

ペ
ー
ス
は

9月

1日

か

ら
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
は

10月

1日

か
ら

利
用
で
き
ま
す
。
利
用
対
象

者
、
利
用
方
法
等
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
戸
山
い
つ
き
の

杜

（

6
8
2
6）

5
2
5

5・

（

6
2
7
8）

9
0
0

3へ
。

【
施
設
概
要


▼
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
（
登
録
定
員

29名
）
…

通
所
を
中
心
に
、
利
用
者
の

希
望
に
応
じ
て
訪
問
や
宿

泊
サ
ー
ビ
ス
も
利
用
で
き

ま
す
。

▼
通
所
介
護
（
登
録
定
員

25

名
）
…
食
事
・
入
浴
な
ど
の

介
護
や
機
能
訓
練
、
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
日
帰

り
で
利
用
で
き
ま
す
。

▼
地
域
交
流
ス
ペ
ー
ス
…

区
民
の
方
々
が
集
え
る
ス

ペ
ー
ス
と
し
て
活
用
す
る

ほ
か
、
介
護
予
防
等
の
高
齢

者
福
祉
事
業
を
実
施
し
ま

す
。

【
区
の
担
当
課
】
介
護
保
険

課
推
進
係
（
本
庁
舎

2階
）


（

5
2
7
3）

4
5
9
6・


（

3
2
0
9）

6
0
1
0

【日時・会場・内容等】下表のとおり

※各教室全12回程度（祝日を除く）

※時間の午前は10時～11時30分、午後は

2時～3時30分

【対象】区内在住の65歳以上で、介護保険の

「要支援」「要介護」認定を受けていない方

（健康状態により参加をお断りすることが

あります）

※介護予防・生活支援サービス事業の対象

の方は参加できません。

【費用】1回100円

【申込み】はがきに4面記入例のほか生年月

日・希望する教室の受付番号（第2希望まで

希望順）を記入し、8月25日（消印有効）

までに地域包括ケア推進課介護予防係（〒

160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎2階）

（5273）4568へ。はがきは1人1枚。応募

者多数の場合は抽選し、結果は9月5日こ

ろお知らせします。

※28年10月～29年9月クラスに参加してい

ない方を優先します。同じ時期（10月～12月）

に下表の複数の教室には参加できません。

認
知

症
の

相
談
・
学

習
会

認
知
症
介
護
者
相
談

【
日
時
】

9月

4日

午
後

2時
～

4時

【
会
場
】
区
役
所
第

1分
庁
舎

2階
区
民
相

談
室

【
対
象
】
認
知
症
の
方
の
介
護
者
等
で
心
や

体
に
悩
み
を
抱
え
て
い
る
方
、

3名

【
内
容
】
西
新
宿
コ
ン
シ
ェ
リ
ア
ク
リ
ニ
ッ

ク
精
神
科
医
師
に
よ
る
個
別
相
談

【
申
込
み
】

8月

17日

か
ら
電
話
で
高
齢

者
支
援
課
高
齢
者
相
談
第
一
係
（
本
庁
舎

2

階
）
（

5
2
7
3）

4
5
9
3へ

。先
着
順
。

認
知
症
・
も
の
忘
れ
相
談

【
日
時
・
会
場
】
▼
①

8月

31日

…
戸
塚

高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
（
高
田
馬
場

1―

17―

20）
、
▼
②

9月

14日

…
四
谷

高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
（
三
栄
町

25、

四
谷
保
健
セ
ン
タ
ー
等
複
合
施
設

4階
）
、

▼
③

9月

26日

…
落
合
保
健
セ
ン
タ
ー

（
下
落
合

4―

6―

7）
、
い
ず
れ
も
午
後

2時

30分
～

4時

30分

【
対
象
】
区
内
在
住
で
「
最
近
も
の
忘
れ
が
多

い
」
と
心
配
の
あ
る
方
、
各
日

4名

【
内
容
】
医
師
に
よ
る
個
別
相
談
（
相
談
医
は

①
②
は
新
宿
区
医
師
会
認
知
症
・
も
の
忘
れ

相
談
医
、
③
は
東
京
医
科
大
学
病
院
高
齢
診

療
科
医
師
）

【
申
込
み
】

8月

17日

か
ら
電
話
で
①
は

戸
塚
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

（

3
2

0
3）

3
1
4
3、

②
は
四
谷
高
齢
者
総
合

相
談
セ
ン
タ
ー

（

5
3
6
7）

6
7
7
0、

③
は
落
合
第
一
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ

ー
（

3
9
5
3）

4
0
8
0へ

。先
着
順
。

認
知
症
介
護
者
の
学
習
会
・
交
流
会

　
介
護
に
役
立
つ
知
識
を
学
ぶ
ほ
か
、
介
護

者
同
士
の
仲
間
づ
く
り
が
で
き
る
交
流
会

も
実
施
し
ま
す
。

【
日
時
】

9月

14日

午
後

1時

30分
～

3

時

30分

【
会
場
】
百
人
町
地
域
交
流
館
（
百
人
町

2―

18―

21）

【
対
象
】
区
内
在
住
で
認
知
症
の
方
を
介
護

し
て
い
る
ご
家
族
ほ
か
、

20名

【
内
容
】
介
護
家
族
が
経
験
す
る
ス
ト
レ
ス

と
そ
の
対
応
（
講
師
は
川
西
智
也
／
臨
床

心
理
士
）

【
申
込
み
】
電
話
か
フ
ァ
ッ
ク
ス
（

4面
記

入
例
の
と
お
り
記
入
）
で
高
齢
者
支
援
課
高

齢
者
相
談
第
二
係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5

2
7
3）

4
5
9
4・


（

5
2
7
2）

0
3

5
2へ

。

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　
認
知
症
の
正
し
い
知
識
、
認
知
症
の
方

や
家
族
へ
の
配
慮
な
ど
を
学
ぶ
ほ
か
、
介

護
施
設
の
見
学
を
実
施
し
ま
す
。

【
日
時
】

9月

21日

午
後

1時

30分
～

4

時

30分

【
会
場
】マ
ザ
ア
ス
新
宿
（
新
宿

7―

3―

31）

【
対
象
】区
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、

30名

【
申
込
み
】

8月

17日

か
ら
電
話
か
フ
ァ

ッ
ク
ス
（

4面
記
入
例
の
と
お
り
記
入
）
で

若
松
町
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

（

5

2
9
2）

0
7
1
0・


（

5
2
9
2）

0
7

1
6へ

。
先
着
順
。

65歳
以

上
の
方

へ

介
護
保
険
料
の
納
め
忘
れ
に
ご
注
意
を

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
等
施
設

8月24日に発送します

　東京都心身障害者医療費助成制度（★）

の対象で9月以降も受給資格のある方に、

9月1日から1年間有効の受給者証を8

月24日に発送します。9月になっても

届かない方は、お問い合わせください。

次の方は申請してください

【対象】原則として、区内在住で健康保険

に加入し、28年中の所得が基準額（下表）

以下で次のいずれかに該当する方

身体障害者手帳1級・2級（内部障害は3

級も）、愛の手帳1度・2度

※「手帳を取得した年齢が65歳以上の方」

「後期高齢者医療制度被保険者証をお持

ちで29年度の住民税が課税の方」「健康保

険の自己負担のない施設に入所している

方」は対象になりません。

※以前に資格を喪失した方でも、「所得が

基準額以下になった方」は申請できる場

合があります。

受給者証をお送りします

障

住住
民民

税税
はは

納納
期期

限限
まま

でで
にに

おお
支支

払払
いい

をを

【申請・問合せ】障害者福祉課経
理係（本庁舎2階）（5273）
4520・（3209）3441へ。

10月～12月クラスの参加者を募集します

元気な高齢者向け介護予防教室

刪
刪
刪
刪
刪

★東京都心身障害者医療費助成制度

　国民健康保険や社会保険などの

各種健康保険の自己負担分から一

部負担金（住民税課税の方は1割の
自己負担、住民税非課税の方は負担

なし）を差し引いた額を助成します。

※入院時食事療養・生活療養標準負

担額は対象外です。

「「「
戸戸戸
山山山
いいい
つつつ

ききき
ののの
杜杜杜

」」」
を
開
設
し
ま
す

ウィズ新宿

図書資料室の利用休止

　角筈図書館の休館

元元 気気 館館
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